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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

 

回次
第80期

第３四半期
連結累計期間

第81期
第３四半期
連結累計期間

第80期

会計期間
自 平成28年６月１日
至 平成29年２月28日

自 平成29年６月１日
至 平成30年２月28日

自 平成28年６月１日
至 平成29年５月31日

売上高 (千円) 11,045,130 11,044,104 15,156,655

経常利益 (千円) 1,159,997 979,948 1,604,404

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 778,437 654,594 1,082,162

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 913,379 881,331 1,656,932

純資産額 (千円) 13,042,413 14,107,847 13,785,664

総資産額 (千円) 16,655,634 17,474,134 18,635,122

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 69.64 58.56 96.81

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 76.6 79.1 72.5
 

 

回次
第80期

第３四半期
連結会計期間

第81期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年12月１日
至 平成29年２月28日

自 平成29年12月１日
至 平成30年２月28日

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △16.41 △26.32
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復や雇用・所得環境の改善が続く一方、米国の

政治情勢およびわが国の地政学的リスクの高まりなど、海外情勢の影響等により先行き不透明な状況が続いており

ます。

こうした状況のもと、当社のディスクロージャー関連事業に関係が深い国内株式市場においては、好調な企業業

績を背景に上昇し、１月には日経平均株価が24,000円台の高値をつけました。その後は米国の金利上昇を発端に下

落し、22,000円前後で推移しました。

このような事業環境において、当社グループは、コーポレートガバナンス・コードの適用を受けて、情報開示を

強化した株主総会関連商品等の拡販および各種ディスクロージャー書類の翻訳ニーズの取り込みによる受注増加に

引き続き注力してまいりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は11,044百万円（前年同四半期比１百万円減、同0.0％減）となり

ました。利益面については、営業利益は883百万円（同203百万円減、同18.7％減）、経常利益は979百万円（同180

百万円減、同15.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は654百万円（同123百万円減、同15.9％減）となり

ました。

 
当社グループは、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等）」に記載のとお

り、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントでありますが、売上高につきましては、金融商品取引法関連製

品、会社法関連製品、ＩＲ関連製品、その他製品に区分して記載しております。

・ 金融商品取引法関連製品につきましては、目論見書の売上が増加したことにより、前年同四半期比49百万円

（1.3％）増加し、4,020百万円となりました。

・ 会社法関連製品につきましては、株主総会招集通知の売上が減少したことにより、前年同四半期比14百万円

（0.8％）減少し、1,823百万円となりました。

・ ＩＲ関連製品につきましては、統合報告書や株主総会関連サービスの売上が増加したことにより、前年同四

半期比34百万円（1.0％）増加し、3,501百万円となりました。

・ その他製品につきましては、決算・開示に係る支援等のコンサルティングの売上が減少したことにより、前

年同四半期比70百万円（4.0％）減少し、1,698百万円となりました。
 

なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、第１四半

期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。
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(2) 財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,741百万円(16.6％)減少し、8,728百万円となりました。これは、

受取手形及び売掛金が1,547百万円、仕掛品が317百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて580百万円(7.1％)増加し、8,745百万円となりました。これは、投

資有価証券が600百万円増加したことなどによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,160百万円(6.2％)減少し、17,474百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,686百万円(46.0％)減少し、1,979百万円となりました。これは、

買掛金が771百万円、未払費用が886百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて203百万円(17.2％)増加し、1,386百万円となりました。これは、長

期借入金が77百万円、繰延税金負債が48百万円、退職給付に係る負債が71百万円それぞれ増加したことなどに

よります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,483百万円(30.6％)減少し、3,366百万円となりまし

た。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて322百万円(2.3％)増加し、14,107百万円となりました。これは、

親会社株主に帰属する四半期純利益654百万円の計上による増加と剰余金の配当558百万円による減少などであ

ります。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。

① 基本方針の内容の概要

当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する

ものであれば、これを一概に否定するものではありませんが、当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって

不本意な形で不利益が生じる可能性があると判断されるような当社株式の大量取得行為や買付提案を行う者は、

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。

したがって、当社は、当社株式に対する買付が行われた際に、株主の皆様が買付に応じるか否かを判断するた

めや取締役会が代替案を提案するために、必要な情報や時間を確保したり、買付者と交渉を行うことを可能とす

ること等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要であると考

えております。
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② 取組みの具体的な内容の概要

イ 会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループはこれまで進めてきた中期経営計画およびＣＳＲ経営を引き続き継続するとともに、攻めの経

営を断行することにより持続的成長を実現させてまいります。

当社は、株式公開を目指した昭和63年頃から組織的な運営を行うため、諸規程の整備、運用、文書化の推進

および内部監査を行い業務の改善に努めるとともに、利益計画を作成してまいりました。その精度を更に高め

るため当社を取り巻く内部環境および外部環境の分析を基に、各ステーク・ホルダーにも配意した経営計画の

必要性を感じ、中期経営計画を策定することといたしました。その後、社会・環境・経済のトリプル・ボトム

ラインを意識した目標を加え、継続的に中期経営計画を策定しております。

その実行計画として各年度予算を策定し、全社的な目標を設定のうえ、各部門でその具体策をまとめ、社訓

とともに、これに則した経営を展開し、着実な成長を実現してまいりました。

一方で、当社は、機密性または秘匿性の高い企業のディスクロージャー書類の印刷等を専門とする会社であ

りますので、専門的な知識はもとより、情報管理体制、品質管理体制などが重視されます。そのため、当社は

平成12年６月にISOの品質規格（ISO9002）認証を全社に先駆け、工場において取得し、平成16年には全社にお

いて、品質規格（ISO9001）ならびに環境規格（ISO14001）認証を取得いたしました。

また、機密性または秘匿性の高い情報を扱うため、プライバシーマークの取得、ならびに情報セキュリティ

に対応するための、ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を範囲を限定して取得するとと

もに、世界的な環境問題に対する配慮から「森林認証」などの国際認証を取得したほか、日本印刷産業連合会

が認定するグリーンプリンティングを取得するなど、それぞれが要求するマネジメントシステムをＣＳＲ運用

マニュアルとそれに付随する各種の規程を定め、一体化して運用しております。

ロ 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

当社は、平成19年８月23日開催の当社第70回定時株主総会において、当社の企業価値および株主共同の利益

を確保し、または向上させることを目的として、株主の皆様のご承認をいただき、当社株式の大量買付行為に

関する対応策（買収防衛策)を導入いたしました。その後、過去三度にわたり継続をしております。直近では、

平成28年７月１日開催の取締役会において当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する

ことを決議し、平成28年８月26日開催の当社第79回定時株主総会にて株主の皆様のご承認をいただきました。

（以下、「本プラン」といいます。）

仮に当社株式に対する買付その他これに類似する行為またはその提案（以下総称して「買付」といいま

す。）が行われた場合、買付を行う者またはその提案者（以下総称して「買付者」といいます。）に対し、遵

守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間ならびに買付

者との交渉の機会の確保をしようとするものであります。当社は、基本方針に照らして、当社の企業価値およ

び株主の皆様の共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付者によって、当社の財務および事業の方針の決

定が支配されることを防止し、当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって不本意な形で不利益が生じる

ことを未然に防止しようとするものであります。

③ 取組みの具体的な内容に対する当社取締役会の判断およびその理由

イ 買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること

本プランは、基本方針に沿い、関係諸法令、裁判例、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に

係る規則および「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」(平成17年５

月27日 経済産業省・法務省）の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開

示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）、ならびに「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策

の在り方」（平成20年６月30日 企業価値研究会）の定める指針の内容を充足するものです。

ロ 株主意思の重視

本プランは、取締役会において決議を行い、株主総会に付議し株主の皆様の承認をいただき、導入しており

ます。

また、本プランの有効期間は約３年間に限定されていること、さらに、取締役の任期は１年とされているこ

とから、取締役の選任議案を通じても、１年ごとに株主の皆様のご意思が反映されることになります。
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ハ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランでは、取締役を監督する立場にある社外取締役、社外監査役または弁護士・大学教授等の社外有識

者からなる特別委員会を設置し、取締役会は特別委員会の勧告に従い本プランの発動または不発動を決議する

という手続を採用することにより、当社経営陣の恣意的判断を排し、当社の企業価値および株主共同の利益の

維持・向上に資する公正な運営が行われる仕組みが確保されております。

また、特別委員会の判断の透明性を一層高めるため、買付者から提出された買付説明書の概要、買付者の買

付内容に対する取締役会の意見、代替案の概要、その他特別委員会が適切と判断する事項を、原則として株主

の皆様に対し速やかに情報開示を行うことといたしております。

ニ 本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定

本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されて

おります。これにより、取締役会による恣意的な発動が防止される仕組みになっております。

ホ 第三者専門家の意見の取得

特別委員会は、当社の費用で、公認会計士、弁護士、コンサルタント、フィナンシャル・アドバイザー等の

専門家など、独立した第三者の助言を得ることができるため、特別委員会による判断の公正さ、客観性は一層

強く担保されるといえます。

ヘ デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、その有効期間の満了前であっても、取締役会の決議によって廃止することができるため、いわ

ゆるデッドハンド型買収防衛策ではありません。

また、当社の取締役の任期は１年であり、期差任期制ではありませんので、いわゆるスローハンド型の買収

防衛策でもありません。

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の詳細につきましては、当社ホームページ

（https://www.takara-print.co.jp/ir/policy/defense-measures/)に記載しておりますので、ご参照願いま

す。

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(6) 従業員数

当第３四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(7) 生産、受注及び販売の実績

当第３四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

なお、当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、第１四半

期の売上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。

 

(8) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 37,000,000

計 37,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成30年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年４月５日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,936,793 12,936,793
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株であります。

計 12,936,793 12,936,793 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成29年12月１日～
 平成30年２月28日

― 12,936 ― 2,049,318 ― 1,998,315
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成30年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

1,759,200
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

11,127,400
111,274 ―

単元未満株式
普通株式

50,193
― ―

発行済株式総数 12,936,793 ― ―

総株主の議決権 ― 111,274 ―
 

(注) １．上記「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,900株(議決権49個)

含まれております。

２．当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成29年11月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

② 【自己株式等】

  平成30年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
宝印刷株式会社

東京都豊島区高田
三丁目28番８号

1,759,200 ― 1,759,200 13.59

計 ― 1,759,200 ― 1,759,200 13.59
 

 

２ 【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成29年12月１日から平成

30年２月28日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年６月１日から平成30年２月28日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、和泉監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年５月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年２月28日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,595,402 6,610,766

  受取手形及び売掛金 2,829,691 1,282,501

  仕掛品 818,281 501,221

  原材料及び貯蔵品 28,585 31,329

  繰延税金資産 81,636 141,182

  その他 119,779 162,907

  貸倒引当金 △2,811 △1,214

  流動資産合計 10,470,565 8,728,695

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 3,163,058 3,173,511

    減価償却累計額 △2,410,433 △2,447,247

    建物及び構築物（純額） 752,624 726,264

   機械装置及び運搬具 1,343,246 1,345,024

    減価償却累計額 △1,170,012 △1,196,336

    機械装置及び運搬具（純額） 173,233 148,687

   土地 3,154,695 3,154,695

   その他 512,972 544,270

    減価償却累計額 △413,978 △440,473

    その他（純額） 98,994 103,797

   有形固定資産合計 4,179,547 4,133,444

  無形固定資産   

   ソフトウエア 925,772 989,431

   ソフトウエア仮勘定 210,200 131,294

   その他 13,320 13,254

   無形固定資産合計 1,149,293 1,133,979

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,049,017 2,649,881

   繰延税金資産 160,382 146,390

   その他 634,542 689,790

   貸倒引当金 △8,227 △8,046

   投資その他の資産合計 2,835,715 3,478,014

  固定資産合計 8,164,556 8,745,439

 資産合計 18,635,122 17,474,134
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年５月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年２月28日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,098,656 327,265

  1年内返済予定の長期借入金 3,336 3,336

  未払法人税等 352,718 154,503

  未払費用 1,244,847 358,845

  賞与引当金 － 352,319

  役員賞与引当金 66,927 25,424

  その他 899,846 757,938

  流動負債合計 3,666,331 1,979,633

 固定負債   

  長期借入金 9,706 87,204

  繰延税金負債 41,416 89,895

  役員退職慰労引当金 96,719 102,436

  退職給付に係る負債 1,034,136 1,106,125

  その他 1,147 991

  固定負債合計 1,183,126 1,386,652

 負債合計 4,849,457 3,366,286

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,049,318 2,049,318

  資本剰余金 1,999,381 1,999,381

  利益剰余金 10,864,294 10,960,007

  自己株式 △1,524,713 △1,524,980

  株主資本合計 13,388,281 13,483,727

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 488,022 674,031

  退職給付に係る調整累計額 △361,065 △328,385

  その他の包括利益累計額合計 126,956 345,646

 非支配株主持分 270,426 278,474

 純資産合計 13,785,664 14,107,847

負債純資産合計 18,635,122 17,474,134
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成29年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年６月１日
　至 平成30年２月28日)

売上高 ※  11,045,130 ※  11,044,104

売上原価 6,594,161 6,746,312

売上総利益 4,450,968 4,297,792

販売費及び一般管理費   

 販売促進費 242,981 258,941

 運賃及び荷造費 125,510 131,009

 役員報酬 131,197 127,476

 給料及び手当 1,432,399 1,449,158

 賞与引当金繰入額 168,865 185,385

 役員賞与引当金繰入額 40,119 25,424

 退職給付費用 204,780 148,684

 役員退職慰労引当金繰入額 5,637 5,716

 福利厚生費 328,883 332,221

 修繕維持費 41,162 71,986

 租税公課 87,273 88,957

 減価償却費 38,841 40,283

 賃借料 77,826 81,954

 その他 438,346 466,907

 販売費及び一般管理費合計 3,363,827 3,414,107

営業利益 1,087,141 883,685

営業外収益   

 受取利息 259 276

 受取配当金 32,844 31,030

 投資事業組合運用益 879 26,781

 その他 40,697 40,561

 営業外収益合計 74,681 98,649

営業外費用   

 支払利息 509 1,109

 その他 1,316 1,276

 営業外費用合計 1,825 2,386

経常利益 1,159,997 979,948
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           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成29年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年６月１日
　至 平成30年２月28日)

特別利益   

 投資有価証券売却益 37,343 10,502

 関係会社清算益 3,139 －

 特別利益合計 40,483 10,502

特別損失   

 固定資産除却損 3,377 765

 投資有価証券売却損 14,034 －

 投資有価証券清算損 － 1

 子会社株式売却損 － 498

 施設利用権評価損 1,070 －

 特別損失合計 18,482 1,264

税金等調整前四半期純利益 1,181,998 989,186

法人税、住民税及び事業税 485,381 420,134

法人税等調整額 △107,425 △93,590

法人税等合計 377,956 326,543

四半期純利益 804,042 662,642

非支配株主に帰属する四半期純利益 25,605 8,048

親会社株主に帰属する四半期純利益 778,437 654,594
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成29年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年６月１日
　至 平成30年２月28日)

四半期純利益 804,042 662,642

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 8,357 186,009

 退職給付に係る調整額 100,979 32,680

 その他の包括利益合計 109,336 218,689

四半期包括利益 913,379 881,331

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 887,774 873,283

 非支配株主に係る四半期包括利益 25,605 8,048
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【注記事項】
　

(追加情報)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年６月１日 至 平成30年２月28日)

（賞与引当金）

前連結会計年度においては、従業員賞与の確定額を未払費用として707,271千円計上しておりましたが、当第３

四半期連結累計期間は支給額が確定していないため、賞与支給見込額のうち当第３四半期連結累計期間負担額を

賞与引当金として計上しております。
 

 
(四半期連結損益計算書関係)

※ 前第３四半期連結累計期間（自 平成28年６月１日 至 平成29年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成29年６月１日 至 平成30年２月28日）

当社グループの売上高はお得意様の決算期が３月に集中していることに伴い季節的変動があり、第１四半期の売

上高が他の四半期に比べて多くなる傾向があります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
至 平成29年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年６月１日
至 平成30年２月28日)

減価償却費 395,368千円 433,180千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成28年６月１日 至 平成29年２月28日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年７月１日
取締役会

普通株式 279,456 25.00 平成28年５月31日 平成28年８月５日 利益剰余金

平成28年12月28日
取締役会

普通株式 279,452 25.00 平成28年11月30日 平成29年１月23日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 
当第３四半期連結累計期間(自 平成29年６月１日 至 平成30年２月28日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年７月３日
取締役会

普通株式 279,442 25.00 平成29年５月31日 平成29年８月４日 利益剰余金

平成29年12月27日
取締役会

普通株式 279,439 25.00 平成29年11月30日 平成30年１月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 平成28年６月１日 至 平成29年２月28日）

当社グループは、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成29年６月１日 至 平成30年２月28日）

当社グループは、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
至 平成29年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年６月１日
至 平成30年２月28日)

 １株当たり四半期純利益金額 69円64銭 58円56銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 778,437 654,594

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額(千円)

778,437 654,594

    普通株式の期中平均株式数(株) 11,178,087 11,177,619
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

第81期（平成29年６月１日から平成30年５月31日まで）中間配当について、平成29年12月27日開催の取締役会にお

いて、平成29年11月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                               279,439千円

② １株当たりの金額                              25円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成30年１月29日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年４月４日

宝印刷株式会社

取締役会  御中

 

和泉監査法人
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   川   尻   慶   夫   印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   飯　　田　　博　　士   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている宝印刷株式会社

の平成29年６月１日から平成30年５月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成29年12月１日から平成30

年２月28日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成29年６月１日から平成30年２月28日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、宝印刷株式会社及び連結子会社の平成30年２月28日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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